
     令和   年    月   日
⽩⽯町⻑  様
                                      納税義務者（所有者）

住所

氏名                   

【申請内容】

 なお、この件に関して生ずる一切の責任は所有者である私が負うことを誓約します。

   【申請する車両】

標識番号 車名

車体番号

 □ 前面に車幅灯及び全部反射器（⽩色）
 □ テールランプ

 □ ウインカー及び後部反射器（赤色の正立正三角形）
 □ 農作業機を装着しても上記の灯火器類が確認できる
   確認できない場合は、所定の位置に灯火器類を設置している。
 □ 灯火器類が確認できる場合でも取付位置が最外側（農業作業機の端）から40㎝を超える
   場合は農耕作業機の両端に反射器を設置している。
   また保安上の制限を受けていることを示す標識を背面の見やすい位置に表示している。
 □ 幅が2.5㎡を超えていない。
   以下幅が2.5㎡を超えている場合の確認項目
 □ 道路管理者から特殊車両通行許可
 □ 外側表示板、反射器、灯火器を作業機の前後に設置
 □ 保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識を後面の見やすい位置に表示。
 □ 幅を他の交通に示すための表示「全幅〇.〇〇メートル」を後面の見やすい位置に表示。
 □ 運転席に幅の表示
 □ 左側にサイドミラーを設置

灯火器類

 □ ブレーキランプ
 □ バックランプ

車両幅

〇特定⼩型特殊自動車（⻑さ4.7㎡以下、幅1.7㎡以下、⾼さ2.0㎡以下、連結時の運行速度１５㎞/ｈ）に該当し
ないトラクタに装着する場合

直装式の農耕作業機の改造（変更）届

私 の 所 有 す る 下 記 車 両 を 次 の と お り 変 更 し た の で 申 請 し ま す 。



 □ 安定性が確認されていない場合は、運行速度15km/h以下で走行

 □ 運転者席にも制限速度を表示。
安定性の確認方法

運転免許証  □ 大型特殊免許
 □ 登録者本人
 □ 登録者以外
   住 所
   氏 名  ℡

改造作業をした
人

安全性

農作業機を装着することで農耕トラクタの安定性（傾斜角度）が変わるため、安定性の保安基
準（30度又は35度）を満たせなくなる場合の確認項目

 □ 保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、運行速度を他の交通に示
すための表示「運行速度15キロメートル毎時以下」を後面の見やすい位置に表示

農耕トラクタと作業機の組合せによる安定性の確認結果については、（一社）日本農業機械工
業会のホームページで順次公表しています。安定性が確認されたものについては、15km/h以下
での走行制限はありません。


